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令和４年度神奈川県交通安全協会事業報告

公益財団法人神奈川県交通安全協会（以下「県交通安全協会」という。）

は、設立目的である「交通事故のない安全で安心な地域社会の実現」を目

指し、関係機関・団体及び地区交通安全協会と連携の上、地域に根ざした

各種交通安全活動を積極的に推進しているところである。

令和４年度は、「令和４年度神奈川県交通安全協会事業計画」に基づき、

交通事故の発生及び死者数を減少させるため、県や県警察の指導を受けな

がら地区交通安全協会、関係機関・団体と連携を図り、

① 子どもと高齢者を交通事故から守る各種活動の推進

② 自転車の交通事故防止と安全利用の推進

③ 二輪車の交通事故防止に資する各種活動の推進

④ 飲酒運転等悪質運転・危険運転を根絶する活動の推進

の４点を交通安全活動の重点とし、交通安全思想の普及・啓発活動を積極

的に推進するとともに、講習関係事業等の各事業を着実に推進した。

その結果、昨年の本県における交通事故の状況は、発生件数21,103件、

（－557件）、負傷者数24,356人（－706人）、交通事故死者数は113人(－29

人)といずれも減少した。特に死者数は、統計の残る昭和23年以降で過去最

少となり、第11次神奈川県交通安全計画で掲げた「年間の24時間死者数130

人以下」とする目標を、５年計画のところ２年で達成することができた。

県交通安全協会が令和４年中に行った各種交通安全活動及び公益事業等

の概要は、次のとおりである。

１ 交通安全思想の普及・啓発活動事業

歩行者、自転車利用者、自動車運転者等道路交通社会に関わる県民一

人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図るため、その根幹となる「交

通ルールを守る」という社会全体の規範意識の向上に資する次の事業を

推進した。

(1) 令和４年度神奈川県交通安全県民運動への積極的参加

神奈川県交通安全対策協議会が主唱する「令和４年度神奈川県交通

安全県民運動」を計画的かつ、効果的に推進した。

ア 年間運動

(ｱ) 交通安全ひとこえ運動

県交通安全対策協議会が主唱する「交通安全ひとこえ運動」に



- 2 -

呼応して、各季の交通安全運動、各種キャンペーン等の街頭活動

時など、各種活動において、交通安全意識を高めるため、交通安

全の「ひとこえ」を積極的に掛け合い、同運動を効果的に推進し

た。

(ｲ) 自転車マナーアップ運動

自転車の交通事故を防止するため、積極的な広報を行うととも

に、街頭指導・キャンペーン、自転車教室を開催するなど、自転

車利用者のマナーアップと交通安全意識の高揚を図った。特に、

５月の「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」には、懸垂

幕「自転車も乗れば車の仲間入り」を県交通安全協会会館正面に

掲揚するなど、自転車マナーアップ気運高揚活動を実施した。

また、自転車シミュレーターを貸し出したほか、自転車の安全

利用を内容とするＤＶＤの貸し出しを行うなど、自転車安全教育

の充実を図った。

(ｳ) 高齢者交通事故防止運動

超高齢化社会の到来に伴い、高齢者の交通事故が年々増加して

いることから、地区交通安全協会において高齢者を対象とした交

通安全講習、各種キャンペーン等を37回実施し、1,042人に対し、

高齢者の夜間歩行、自転車利用時の安全確保等について指導を行

い、高齢者交通事故防止運動を効果的に推進した。

(ｴ) 二輪車交通事故防止運動

多発する二輪車事故を防止するため、県警察及び神奈川県二輪

車普及安全協会の二輪車安全運転指導員の協力を得て、県警察運

転免許センターや各地区において、二輪車安全運転講習会「グッ

ドライダーミーティング」等を12回実施、382人に対し講習を行っ

た。

(ｵ） 暴走族追放運動

県警察、地区交通安全協会と協力し、高等学校において暴走族

の実態や危険性についての講演を実施するなど、暴走族追放の気

運の高揚を図った。

(ｶ) 違法駐車追放運動

違法駐車や放置自転車・放置バイクは、交通事故の要因になる

ことから、これを防止するため、関係機関と連携を密にし、自治

体の回覧板等により運動の周知を図るとともに、ポスター等の掲
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示による広報啓発活動を実施した。

(ｷ) 飲酒運転根絶運動

飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶たないことから、更な

る飲酒運転根絶気運の醸成を図るため、県、県警察及び各地区交

通安全協会と協力して、街頭指導・キャンペーンを実施したほか、

ハンドルキーパー運動の普及拡大を中心とした飲酒運転根絶運動

を展開した。

イ 各季の運動

(ｱ) 春の全国交通安全運動【４月６日（水）～15日（金）】

ａ ラジオ放送を活用した広報活動の実施

ラジオ日本が主催する「ラジオ日本・春の交通安全キャンペ

ーン」に協賛の上、職員がラジオ番組の生放送に出演し、交通

安全への広報活動を実施した。

ｂ 期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ クイックアーム １回

○ 自転車シミュレーター １回

○ ミニ白バイ １回

ｃ 期間中の各地区交通安全協会への支援

○ 新入学児童向けの

ＡＢＣ・九九ファイル 85,000枚

○ 「ゼロの日」ティッシュ ５万個

ｄ 県下の活動

○ 街頭指導 762回 9,659人参加

○ 広報車による広報 377回 829人参加

○ 交通安全パトロール 70回 335人参加

○ 街頭キャンペーン 83回 2,210人参加

○ 子どもの交通安全教室 48回 3,989人参加

○ 高齢者の交通安全教室 ４回 136人参加

(ｲ) 夏の交通事故防止運動【７月11日（月）～20日（水）】

ａ 運動期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ エアバッグ衝撃体感装置 １回

○ クイックアーム ３回

○ 自転車シミュレーター ２回

ｂ 期間中の各地区交通安全協会への支援
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○ 反射材・エコバック等 ５万9,000個

ｃ 県下の活動

○ 街頭指導 387回 5,462人参加

○ 広報車による広報 253回 541人参加

○ 交通安全パトロール 60回 118人参加

○ 街頭キャンペーン 59回 1,283人参加

○ 子どもの交通安全教室 15回 1,366人参加

○ 高齢者の交通安全教室 ３回 110人参加

○ 自転車の安全な乗り方教室 ５回 585人参加

○ 自転車の街頭点検 ６回 658人参加

(ｳ) 秋の全国交通安全運動【９月21日（水）～30日（金）】

ａ 期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ クイックアーム ４回

○ クイックステップ ２回

○ 信号機一式 １回

○ ミニ白バイ ３回

○ 自転車シミュレーター １回

ｂ 期間中の各地区交通安全協会への支援

○ 高輝度ＬＥＤ合図灯 1,000本

○ 「ゼロの日」ティッシュ ５万個

ｃ 県下の活動

○ 街頭指導 534回 8,911人参加

○ 広報車による広報 294回 676人参加

○ 交通安全パトロール 42回 249人参加

○ 街頭キャンペーン 91回 2,299人参加

○ 子どもの交通安全教室 12回 1,430人参加

○ 高齢者の交通安全教室 27回 594人参加

○ 自転車の安全な乗り方教室 13回 789人参加

○ 自転車の街頭点検 １回 23人参加

(ｴ) 年末の交通事故防止運動【12月11日（日）～20日（火）】

ａ 期間中の交通安全資器材の貸し出し

○ クイックアーム ４回

ｂ 期間中の各地区交通安全協会への支援

○ 警報器付誘導旗 240本
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Ｃ 県下の活動

○ 街頭指導 553回 5,447人参加

○ 広報車による広報 254回 488人参加

○ 交通安全パトロール 53回 242人参加

○ 街頭キャンペーン 63回 1,806人参加

○ 子どもの交通安全教室 ２回 189人参加

○ 高齢者の交通安全教室 ７回 169人参加

○ 自転車の安全な乗り方教室 ６回 1,278人参加

○ 自転車の街頭点検 ３回 522人参加

ウ 交通事故死ゼロを目指す日

春（４月10日）、秋（９月30日）の全国交通安全運動期間中の両日、

地区安全協会の主催するキャンペーンにおいて

○ ポケットティシュ 54地区 各５万個配付

エ 「交通安全の日」の取組

毎月１日の「県民交通安全の日」及び15日の「高齢者交通安全の日」

においては、交通指導員、地域交通安全活動推進員等が街頭において、

交通安全広報及び交通安全指導を行った。

オ 特別対策等

(ｱ) 交通事故防止特別対策

県内の交通死亡事故等の発生状況を踏まえて、特別対策に対応

した活動を実施した。

(ｲ) 自転車交通事故防止対策

自転車利用者のルール違反による交通死亡事故も発生している

ことから、自転車利用者の交通安全意識を高めるため積極的な広

報啓発活動を展開した。

また、県内の自転車事故の発生状況を踏まえて実施する「自転

車交通事故多発地域の指定」に対応した交通安全活動を実施した。

(ｳ) 高齢者交通事故防止対策

県内の交通事故発生件数に占める高齢者が被害者となる事故の

割合が高いため、特に高齢歩行者の安全意識を高めるよう積極的

な広報啓発活動を展開するとともに、「高齢者交通事故多発地域の

指定」に対応した交通安全活動を強化した。また、高齢運転者や、

その家族に対し運転免許証の自主返納制度の周知を図った。

(ｴ) 飲酒運転根絶対策
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飲酒運転を根絶するため、家庭、職場、地域が一体となり、ハ

ンドルキーパー運動を推奨するなどのキャンペーンを実施し、飲

酒運転を「しない、させない、ゆるさない」運動を展開し、飲酒

運転を許さない社会づくりを推進した。

カ 交通安全コンクール「セーフティ・チャレンジ・かながわ」への

協賛

協賛金支援と実行委員会に職員を派遣したほか、県交通安全協会

職員が交通安全コンクールに参加した。

(2) 交通安全に関する広報・啓発事業の推進

地区交通安全協会の広報車等による地域の実情に即した広報活動の

推進、県交通安全協会機関誌「かながわの交通」を年間12回、50,400

部、県警察監修による「2022交通安全カレンダー」1,000部を作成・配

付した。さらに県交通安全協会ホームページにより交通事故発生状況

や各季の安全運動を中心とした活動状況の広報を行った。

このほか、県内の交通事故情勢を踏まえ、６つの重点課題について

交通安全思想の普及・啓発活動事業等を推進した。

ア 子どもと高齢者の交通事故防止

(ｱ) 子どもの道路交通における安全を確保するため、通学路等にお

ける見守り活動に対する支援を強化した。

(ｲ) 子どもの安全・安心を確保する広報・啓発活動を積極的に推進

した。

(ｳ) 高齢者の加齢による身体特性の変化についての自覚を促すとと

もに、交通安全意識の高揚を図る広報、免許証自主返納の呼びか

けなどの広報・啓発活動を推進した。

(ｴ) 歩行中に被害に遭わないために、反射材等の普及促進を積極的

に推進した。

また、今後更に増加が懸念される高齢者の交通事故を抑止する

ため、高齢者の行動実態や交通事故の発生実態を踏まえ、反射材

等の啓発グッズを地区交通安全協会等に配布するなど、反射材等

の普及促進を始めとした広報・啓発活動を積極的に推進した。

○ 反射材・タックルバンド等 59,000個

○ 高輝度ＬＥＤ合図灯 1,000本

○ 警報器付誘導旗 240個

※ 厚木市役所及び金沢区役所に反射材各1,000個を贈呈した。
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イ 自転車の交通事故防止と安全利用の促進

(ｱ) 自転車利用者の交通安全意識の高揚による交通ルールの遵守、

マナーアップの向上を図った。

(ｲ) 歩道通行時における交通ルールや、スマートフォン等の操作や

画面を注視しながらの乗車、イヤホンを使用して周囲の音が聞こ

えない状態での乗車の危険性の周知徹底を図った。

(ｳ) 全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用努力義務化につ

いて、あらゆる機会を通じ広報・啓発活動を積極的に推進した。

(ｴ) ＴＳマーク制度の普及や損害賠償責任保険への加入、反射材の

着装の呼びかけを推進した。特に、自転車事故多発地域では、広

報活動など、重点的な取組を強力に推進した。

○ ＴＳマーク 37,621枚を交付

ウ 二輪車の交通事故防止

(ｱ) 交通事故に占める二輪車事故の割合が高いことを踏まえ、通勤

・通学、業務、行楽等での二輪車利用者に対する安全運転の広報

・啓発活動を実施した。

(ｲ) 二輪運転者に対し、二輪車安全運転神奈川県大会を開催し、交

通事故の発生実態やヘルメットの正しい着用、プロテクター、エ

アバックジャケットの着用効果などについて広報・啓発活動を積

極的に推進した。

エ 横断歩行者保護対策

(ｱ) 横断歩行者保護意識の高揚と定着を図るため広報・啓発活動を

積極的に推進した。

(ｲ) 歩行者の横断歩道横断時における保護誘導活動に対する支援を

強化した。

(ｳ) 反射材等の啓発物品を地区交通安全協会に配付した。

オ ハンドルキーパー運動の推進

(ｱ) 飲酒運転を根絶するため、飲食店などで、飲酒しない人を運転

者として確保することにより、飲酒運転を防止するという「ハン

ドルキーパー運動」を広く県民に周知するため、懸垂幕による広

報を実施し、キャンペーン用啓発物品を配付して運動への参加を

呼びかけた。

(ｲ) 企業等の安全運転講習に飲酒運転事故の悲惨さを訴える視聴覚

教材を貸し出し、飲酒運転根絶の気運を高めた。
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カ シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の促進

全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹

底を図るため「シートベルト、エアバック衝撃体感装置」を活用し

た体験教室の開催や、街頭キャンペーン等を積極的に支援した。

キ 薄暮時間帯及び夜間における交通事故防止

(ｱ) 薄暮時間帯及び夜間においては、歩行者が被害者となる交通死

亡事故を防止するため、歩行者に対する反射材着用の促進を図っ

た。

(ｲ) 運転者に対する前照灯の早めの点灯やハイビームの活用につい

て、広報・啓発活動を推進した。

(3) 交通安全に関する教育事業の推進

子どもと高齢者の交通事故防止及び自転車、二輪車の安全意識の高

揚を図るため、次の活動を推進した。

ア 子どもに対する交通安全指導

年齢に応じて段階的に子供たちに交通ルールの遵守と交通マナー

の必要性を理解させるとともに、子どもの交通事故を防止するため、

街頭における保護誘導活動の展開、幼稚園、小学校における体験型

交通安全教室、保護者が子どもに交通安全を理解させることができ

るよう、保護者を対象とした交通安全教室及び講習会を支援した。

○ 講習会等は、38地区で338回開催し、延べ38,764人が参加した。

イ 高齢者に対する交通安全指導と講習会の支援

高齢者の交通事故を防止するため、地域交通安全活動推進委員等

と連携して、高齢者交通事故多発地域に対する街頭活動や広報活動

を強力に展開した。また、夜間の交通事故防止に効果が認められる

反射材活用の奨励や、地域の実情に即した参加・体験型の交通安全

講習会等を支援した。

○ 講習会等は、18地区で81回開催、延べ2,704人が参加した。

ウ 自転車安全教育の推進

自転車安全教育推進委員会を開催するなど、関係機関・団体との

連携を強化して自転車による交通事故防止を図るとともに、次の安

全教育活動を積極的に推進した。

(ｱ) 自転車安全教育指導者の育成

県警察と連携して、自転車安全教育指導者を育成するための講

習会等を開催した。
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(ｲ) チリリン・スクール（自転車安全教室）の積極的開催

警察署、自転車安全教育指導員等と連携して、自転車利用者の

交通ルールの遵守とマナーの向上を図り、自転車の安全利用を促

進する自転車安全教育を推進した。

(ｳ) 自転車大会の不開催

第51回交通安全こども自転車神奈川県大会を開催し、交通ルー

ルの浸透を図る予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止した。

○ チリリン・スクール 386回開催、延べ42,962人参加

○ 交通安全講話 51回開催、延べ 1,662人参加

○ 小冊子「自転車安全教室」 14,000部配付

エ 二輪車安全教育の推進

二輪車安全運転推進委員会を開催するなど、関係機関・団体との

連携を強化して二輪車による交通事故防止を図るとともに、次の安

全教育活動を積極的に推進した。

(ｱ) 二輪車安全運転指導員の育成

二輪車に関する知識・技能を有する指導員を育成し、二輪車運

転者に対する交通安全教育を推進した。

(ｲ) 二輪車安全運転技能の向上

警察主催の「二輪車安全運転講習」及び県二輪車普及安全協会

が主催する「グッドライダーミーティング」の開催を支援した。

○ 二輪車安全運転講習 22回開催、延べ 825人参加

○ ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾀﾞｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ４回開催、延べ 70人参加

オ 交通安全資器材の充実と活用促進

(ｱ) 新たな交通安全資器材の導入

令和４年度、新たな資器材として

○ 自転車シミュレーター １台

○ クイックアーム １台

○ 安全教育用 DVD ７本

を購入した。

(ｲ) 各種交通安全資器材の貸し出し等活用促進

ａ 自転車シミュレーターの活用

自転車シミュレーター４台を効果的に運用し、地区交通安全

協会、行政機関、学校等に13回貸し出した。
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ｂ 飲酒体験ゴーグルの活用

飲酒運転根絶を目的とした地区交通安全協会のキャンペーン、

企業の安全指導等に「飲酒体験ゴーグル」を35回貸し出した。

ｃ シートベルトエアバッグ衝撃体感装置の活用

シートベルト着用の定着化を図るための地区交通安全協会の

イベント等に「シートベルトエアバッグ衝撃体感装置」を３回

貸し出した。

ｄ ＤＶＤの活用

交通安全教育用ＤＶＤ153本を備え、県警察本部、警察署、地

区交通安全協会、企業及び学校等に計101回貸し出した。

ｅ その他の資機材の活用

上記のほか、信号機セット、視野診断計、ミニ白バイ及び着

ぐるみ等を貸し出した。

(4) 交通指導員事業の運営

交通指導員事業は、地域において交通ボランティア活動の中核をな

す交通指導員の活動をより効果的なものとするため、各地区交通安全

協会と密接な連携を図り、交通事故実態等の情報提供や装備品等の支

給を行うなど、次のとおり推進した。

ア 各季の交通安全運動、交通安全日を始めとする地域の交通安全活

動等において、所轄警察署と連携した交通ボランティアの中核とし

ての活動を展開した。

イ 警察の指導を受けて研修会や代表者会議を開催するなど、交通指

導員のレベルアップを図る効果的な組織運営を推進した。

(5) 交通安全功労者及び優良運転者の表彰

交通道徳の普及、高揚と交通事故の防止に資することを目的として、

交通安全のために顕著な功労のあった団体、個人及び無事故運転を行

い、他の模範となっている優良運転者に対し、次の表彰を行った。

○ 警察庁長官・全日本交通安全協会長連名表彰 金章７名･銀章28名

○ 全日本交通安全協会長表彰 銅章175名

○ 関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長連名表彰 56名８団体

○ 県警察本部長・県交通安全協会長連名表彰 175名

○ 県交通安全協会長表彰 365名22団体

(6) 地区交通安全協会に対する連絡調整及び協力支援

ア 交通安全諸活動に対する支援
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地区交通安全協会が実施する各種の交通安全活動に使用する交通

安全資器材の貸し出しを行った。

○ 交通教室用信号機セット ６回

○ 視野診断計 ４回

○ ミニ白バイ 25回

イ 交通安全啓発活動の支援

ポスター、チラシの配布、広報資料頒布等の支援を行った。

ウ 地区交通安全協会に対する連携・調整及び協力支援

(ｱ) 地区交通安全協会と連携を密にして、県警察、関係団体・機関

との調整を図るとともに、事務長会議を開催して連携を強化した。

(ｲ) 交通安全資器材の貸し出し、広報資料頒布等協力支援を実施し

た。

(7) 交通安全対策に関する調査及び研究

ア 県及び県警察と連携した交通事故分析の実施と活用

交通事故日報、月別交通事故統計資料等を基に、交通事故原因の

分析、調査、研究を行い各種交通安全対策に反映させた。

イ 外部機関・団体開催の研修会等への参加

外部機関・団体等が開催する研修会に参加し、研修会で得た交通

安全に関する情報については、日常実施される講習や各種会合等に

活用した。

２ 交通安全講習事業

運転者の資質の向上と交通事故防止に寄与するため、職員のレベルア

ップを図り、リアルタイムな交通事故発生状況や資料の提供を行うなど､

充実した講習事業を推進した。

(1) 更新時講習

神奈川県公安委員会からの受託事業で、70歳未満の運転免許証の更

新者に対する講習

○ 講 習 回 数 8,817回（前年度比 247回増）

○ 講習受講者数 452,662人（前年度比 10,068人増）

(2) 停止処分者講習

停止処分者（停止期間：短期・中期・長期）に対する講習

○ 講 習 回 数 1,538回（前年度比 10回減）

○ 講習受講者数 9,559人（前年度比 759人減）
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(3) 違反者講習

軽微な違反行為等をして累積点数が６点になった者に対する講習

○ 講 習 回 数 1,168回（前年度比 100回減）

○ 講習受講者数 7,812人（前年度比 424人減）

(4) 警察署優良運転者講習

更新日までに継続して免許（仮免許を除く）を受けている期間が５

年以上、かつ、過去５年間無事故・無違反の者に対する講習

○ 講 習 回 数 117,523回（前年度比 4,618回減）

○ 講習受講者数 607,760人（前年度比 25,591人減）

(5) 原付講習

原付免許を取得しようとする者に、原付の安全操作・走行方法等必

要な知識を習得させるための講習

○ 講 習 回 数 243回（前年度比 １回増）

○ 講習受講者数 5,937人（前年度比 262人減）

(6) 免許証更新通知、高齢者講習通知、違反者講習通知、認知機能検査

通知、臨時認知機能検査通知及び臨時高齢者講習通知業務

神奈川県公安委員会からの委託業務で行う通知業務

○ 免許証更新通知 1,295,772件（前年度比 32,675件減）

○ 高齢者講習通知 220,276件（前年度比 17,493件増）

○ 違反者講習通知 8,590件（前年度比 457件減）

○ 認知機能検査通知 17,715件（前年度比 125,018件減）

○ 臨時認知機能検査通知 19,256件（前年度比 892件増）

○ 臨時高齢者講習通知 67件（前年度比 1,586件減）

合 計 1,561,676件(前年度比 141,351件減）

３ 交通安全円滑化等支援事業（神奈川県交通安全活動推進センターの活動）

(1) 道路使用許可に係る道路又は交通の状況に関する調査業務

○ 48,865件（前年度比203件増）の調査を実施した。

(2) 地域交通安全活動推進委員に対する研修、支援等

地域交通安全活動推進委員（1,136人）に対し、地区別研修会112回、

キャンペーン等の支援を39回実施した。

(3) 交通事故等相談活動

交通事故等相談51件を受理・対応した。
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４ 免許関係事務等事業

免許取得者等の利便を図るため、免許関係事務等を次のとおり推進し

た。

(1) 総合案内業務

運転免許センターに来場する多様な利用者への場内案内を行った。

○ 案 内 件 数 221,660件（前年度比 51,613件増）

(2) 免許証交付業務

運転免許センターにおける免許取得者及び免許更新者に対し免許証

を交付した。

○ 免許証交付件数 10,063件（前年度比 214件増）

(3) 免許証郵送業務

更新免許証及び運転免許経歴証明書の郵送希望者に対する郵送手続

きを行った。

○ 郵 送 件 数 113,443件（前年度比 4,975件減）

(4) 交通安全関連物品の紹介及び販売業務

交通安全情報誌、初心運転者標識等の交通安全に資する物品の紹介

及び販売を行った。

○ 販 売 件 数 186件（前年度比 40件減）

５ 貸車、コース練習事業

運転免許技能試験及び各種実技法定講習等に必要な車両を保有し、適

切に維持管理して、試験・練習業務の効率的な運営に資するほか、免許

取得者や免許試験を受験しようとする者に車両を貸与するなど運転免許

センターにおける運転練習者の利便に供する事業を効率的に推進した。

○ 令和４年度の貸車・コース練習事業

試験・講習車の貸し出し ～ 51,663台（前年度比13,804台増）

練 習 車 の 貸 し 出 し ～ 6,067台（前年度比 568台減）


